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立会可否が「可」になっていた場合，立会希望日および立会希望時刻を入力いただきます。一般送配電事業者は入力された希
望日時に設備の撤去作業を行ないます。なお，希望日時に伺うことができない場合は個別に調整させていただきます。

建物解体（設備撤去）を受けて，事前に一般送配電事業者が供給設備を撤去する際，アンペアブレーカー等屋内に施設された
設備を撤去する場合があります。この場合には，立会いのうえ設備を撤去させていただきますので，建物解体（設備撤去）が
「有り」で，かつ，アンペアブレーカー等が施設されている場合は，立会可否を入力いただく必要があります。

２ 廃止の受付方法について １４

立会可否

立会希望日・立会希望時刻

需要者が小売事業者に対し事前に通知等をせずに需要場所から移転し，電気を使用していないことが明らかな場合には，現小
売電気事業者より需要者申出による廃止申込みを行なってください。
なお、申込みがない場合であっても、一般送配電事業者は、当該需要場所に係る接続供給を終了させるための処置を行うこと
があります。

電気を使用していないことが明らかである供給地点における廃止申込み


